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認知症対応型共同生活介護 

○基本方針 【基準第89条、予防第69条】 

認知症対応型共同生活介護は、要介護や要支援であって認知症であるものについて、共

同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排泄、食事等の介護

その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応

じ、自立した日常生活を営むことができるようにするもの（利用者の心身機能の維持回復

を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの）でなければならない。 

 

Ⅰ 人員配置について 

○人員基準 【第90条～92条、予防第70条～72条】 

介護従業者 

（ユニット

ごと） 

(1) １以上の者は常勤であること。 

(2) 日中の時間帯（夜間及び深夜の時間帯以外）の員数が必要な数以上で

あること。 

☛共同生活住居（ユニット）ごとに、利用者の数が３又はその端数を増

すごとに常勤換算方法で１人以上配置すること（３：１） 

☛利用者の数は、前年度の平均値とする 

(3) 夜間及び深夜の時間帯の員数が必要な数以上であること。 

☛共同生活住居ごとに、介護従事者が夜間及び深夜の時間帯を通じ、常

に１以上確保されていることが必要となる 

☛事業所ごとに利用者の生活サイクルに応じて「夜間及び深夜の時間  

帯」を設定すること 

計画作成 

担当者 

(1) 事業所に１人以上に置くこと。 

※計画作成担当者を１人配置する事業所にあっては、介護支援専門員を

もって充てなければならない。 

(2) 保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し、

知識及び経験を有する者であること。 

(3) 厚生労働大臣が定める研修を修了していること。 

 ☛「認知症介護実践者研修」又は「実務者研修基礎課程」 

(4) 専らその職務に従事する者であること。 

 ☛ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居（ユ  

ニット）の他の職務もしくは管理者との兼務が可能 

(5) 計画作成担当者のうち少なくとも１人は介護支援専門員をもって充て

なければならない。ただし、次の場合には介護支援専門員を置かないこ

とができる。 
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☛サテライト事業所であって、実践者研修又は基礎課程を修了した者を

計画作成担当者として配置していること。 

☛併設する小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅

介護事業所の介護支援専門員との連携により当該認知症対応型共同生

活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、

利用者の処遇に支障がないとき 

(6) 介護支援専門員以外の計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活

相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護

サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者を  

もって充てることができるものとする。 

管理者 (1) 共同生活住居（ユニット）ごとに配置すること。 

(2) 常勤であること。 

(3) 専ら管理者の職務に従事する者であること（他ユニットとの兼務 

可）。 

☛ただし、次の場合、他の職を兼ねることが可能（ユニットの管理上支

障がない場合に限る。）。 

①当該共同生活住居の他の職務に従事する場合 

②同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の

管理業務に支障がないと認められる範囲内の他の事業所、施設等の

職務に従事する場合 

③併設する小規模多機能居宅介護事業所若しくは看護小規模多機能型

居宅事業所の職務に従事する場合 

(4) 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ－、介護老人保健施  

設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は

訪問介護員等として、３年以上認知症である者の介護に従事した経験を

有すること。 

(5) 厚生労働大臣が定める研修を修了していること。 

☛「認知症対応型サービス事業管理者研修」 

代表者 (1) 以下のいずれかの経験を有していること。 

☛特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ－、介護老人保健施  

設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若

しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を

有する者 

☛保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携

わった経験を有する者 

(2) 厚生労働大臣が定める次の研修を修了していること。 
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☛「認知症対応型サービス事業開設者研修」 

☛次の者は、事業者の開設者として必要な研修を修了したものとみなす 

①「実践者研修」、「実践リーダー研修」又は「認知症高齢者グルー

プホーム管理者研修」 

②「基礎課程」又は「専門課程」 

③「認知症介護指導者研修」 

④「認知症高齢者グループホーム開設予定者研修」 

● 人員基準の用語の定義等 

○「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時

間数（週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする。）で除することにより、当該事業

所の従業者の員数を常勤の員数に換算する方法をいう。 

○「勤務延時間数」 

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービス

提供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている

時間の合計数とする。 

なお、従業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所

において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とする。 

○「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤

務すべき時間数（週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする。）に達していることを

いう。ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障

がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数

を30時間として取り扱うことを可能とする。 

また、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業

所の職務と同時並行的に行われることが差支えないと考えられるものについては、それぞ

れに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件

を満たすものである。 

○「専ら従事する・専ら提供に当たる」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことを

いうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所における

勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 

○「前年度の平均値」 

当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31日をもって終わる年度とする。）

の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算
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定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。 

○「夜間及び深夜の時間帯」 

 それぞれの事業所ごとに、利用者の生活サイクルに応じて、１日の活動の終了時刻から

開始時刻までを基本として設定するものとする。 

 

 

 

Ⅱ 設備について 

○設備に関する基準【第93条、予防第73条】 

共同生活住居 (1) 共同生活住居の数は、１以上３以下とすること。 

(2) 共同生活住居の入居定員は５人以上９人以下とすること。 

居室 (1) 個室であること（処遇に必要な場合は２人部屋も可。）。 

(2) １の居室の床面積が、7.43㎡（約 4.5畳）以上であること。 

居間 

食堂 

台所 

浴室 

消火設備その

他の非常災害

に際して必要

な設備 

その他日常生

活上で必要な

設備 

(1) 左記の設備並びに指定認知症対応型共同生活介護の提供に必要な設

備及び備品等を備えること。 

(2) 居間及び食堂は、同一の場所とする場合であっても、それぞれの機

能が独立していることが望ましい。また、利用者及び介護従事者が一

堂に会するのに充分な広さを確保すること。 

(3) １つの事業所に複数の共同生活住居を設ける場合でも、居間、食堂

及び台所については、共同生活住居ごとに専用でなければならない。

ただし、管理上支障がない場合は、事務室については、兼用であって

も差し支えない。 

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

①消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置すること。 

②タバコ、ライタ－等の適切な管理や消火・避難訓練の徹底など、防

火体制の強化を図ること。 

☛平成27年４月から、改正後の消防法施行令が施行され、原則として

全ての事業所でスプリンクラー設備の設置が義務付けられている。 

立地 住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会

が確保される地域にあること。 
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Ⅲ 運営について     

○運営に関する基準 ※主なものを記載 

内容・手続き

の説明と同意 

あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要等サービ

スの選択に関係する重要事項を記した文書を交付して説明し、サービス

の提供の開始について同意を得なければならない（なお、当該同意は書

面によって確認することが望ましい。）。 

【説明内容】 

①運営規程の概要 ②介護従業者の勤務体制 ③事故発生時の対応 

④苦情処理の体制 ⑤提供するサービスの第三者評価の実施状況 

⑥その他利用申込者がサービスを選択する為必要な重要事項 

提供拒否の禁

止 

正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。 

【正当な理由がある場合とは】 

①事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

②利用申込者の居住地が事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

③利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合 

利用料等の受 

領 

(1) 法定代理受領サービスに該当する指定認知症対応型共同生活介護を

提供した際には、その利用者から利用料の一部として、サービス費用

基準額から事業者に支払われるサービス費の額を控除して得た額の支

払を受けるものとする。 

(2) 法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護

を提供した際の利用料の額と、サービス費用基準額との間に、不合理

な差額が生じないようにしなければならない。 

(3) 前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用

者から受けることができる。 

①食材料費 ②理美容代 ③おむつ代 ④その他指定認知症対応型共

同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活において通常必

要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適

当と認められるもの【Ｐ13～Ｐ15参照】 

☛保険給付の対象となるサービスと明確に区分されないあいまいな名

目による費用の支払いを受けることは認められない。 

☛支払いを受ける費用については、算定根拠等を明確にしておく。 

☛対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行う。 

(4) 事業者は、④の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家

族に対し、当該指定認知症対応型共同生活介護の内容及び費用につい

て説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 
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認知症対応型 

共同生活介護 

の取扱方針 

(1) 利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送るこ

とができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行わなけ

ればならない 

☛「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラ

ン（厚生労働省）」を参照 

(2) 利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って

家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行わな

ければならない。 

(3) 認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものと

ならないよう配慮して行わなければならない。 

(4) 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介

護の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように

説明を行わなければならない。 

(5) 指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

(6) 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。なお、当該記録は、５年間保存しなければならない。 

(7) 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

①身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以

上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業

者に周知徹底を図ること。 

②身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

③介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。 

(8) 指定認知症対応型共同生活介護は、自らその提供する指定認知症対

応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者によ

る評価又は第 108条において準用する第34条第１項に規定する運営推

進会議における評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善

を図らなければならない。 

※自己評価及び外部評価は、原則として少なくとも年１回実施するこ

と。【Ｐ16参照】 
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【予防のみ】 

(1) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用

者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むこと

ができるよう支援することを目的として行われるものであること。 

(2) サービスの提供に当たって、利用者の自立の可能性を最大限引き出

す支援を行うことを基本として、利用者のできる能力を阻害するよう

な不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。 

 

認知症対応型 

共同生活介護 

計画の作成 

(1) 共同生活住居の管理者は、計画作成担当者に計画の作成に関する業

務を担当させること。 

(2) 計画作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への

提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。 

☛多様な活動：地域の特性や利用者の生活環境に応じたレクリエー  

ション、行事、園芸、農作業等の利用の趣味又は嗜好に応じた活動

等 

(3) 計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目

標達成のための具体的なサービス内容等を記載した計画を作成しなけ

ればならない。 

(4) 計画作成担当者は、計画作成に当たっては、その内容について利用

者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならな  

い。 

(5) 計画作成担当者は、計画を作成した際には、当該計画を利用者に交

付しなければならない。 

(6) 計画作成担当者は、計画作成後においても、他の介護従業者や他の

指定居宅サービス等提供者と連携して実施状況の把握を行い、必要に

応じて計画の変更を行うこと。 

 

【予防のみ】 

(1) 計画作成担当者は、計画に定める計画期間が終了するまでに１回は

モニタリングを行い、利用者の様態の変化等の把握を行うこと。 

(2) 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて計

画の変更を行うこと。 

 

介護等 (1) 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生

活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 
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(2) 事業者は、利用者の負担により、当該共同生活住居における介護従

業者以外の者（付添者等）による介護を受けさせてはならない。 

(3) 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が

共同で行うよう努めること。 

社会生活上の 

便宜の提供等 

(1) 画一的なサービスを提供するのではなく、利用者の趣味又は嗜好に

応じた活動の支援に努めなければならない。 

(2) 利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等につい

て、その者又は家族が行うことが困難な場合、その者の同意を得て、

代わって行わなければならない。 

☛特に金銭にかかるものについては、書面等をもって事前に同意を得

るとともに、代行した後はその都度本人に確認を得るものとする。 

(3) 常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との

交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

運営規程 共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程をさだめておかなければならない。 

①事業の目的及び運営の方針 

②従業者の職種、員数及び職務内容 

③利用定員  

④内容及び利用料その他の費用の額 

⑤入居に当たっての留意事項 

⑥非常災害対策 

⑦虐待の防止のための措置に関する事項 

【経過措置あり：令和６年３月31日まで】 

⑧その他運営に関する重要事項 

勤務体制の確

保等 

(1) 利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の

体制を定めておかなければならない。 

(2) 前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安

心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービス

の提供に配慮しなければならない。 

(3) 介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ

ばならない。その際、全ての介護従業者（看護士、准看護士、介護福

祉士、介護支援専門員、介護保険法第８条第２項に規定する政令で定

める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じ

なければならない 

【令和６年４月１日より義務化】 
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(4) 適切なサービス提供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより介護従事者の就業環境が害されること

を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならな

い。【令和４年４月１日より義務化】 

業務継続計画

の策定等 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

(2) 介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行うものとする。 

【令和６年４月１日より義務化】 

非常災害対策 (1) 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通

報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するととも

に、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

(2) 前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めなければならない。 

☛「非常災害に関する具体的計画」とは、消防計画及び風水害、地震

等の災害に対処するための計画をいう。その場合、消防計画の策定

及びこれに基づく消防業務の実施は、防火管理者に行わせるものと

する。 

☛火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとる

よう従業者へ周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民と

の連携を図り、火災等の際に消火、避難等に協力してもらえるよう

な体制作りが必要である。また、訓練の実施に当たっては、消防関

係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるも

のとすること。 

衛生管理等 (1) 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水につ

いて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければな

らない。 

(2) 当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次

の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

  ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置等を活用しておこなうことができ
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るものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護従事者に周知徹底を図ること。 

  ②事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整

備すること。 

  ③事業所において、介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の

防止のための研修及び訓練を定期的（それぞれ年２回以上。）に

実施すること。 

【令和６年４月１日より義務化】 

苦情処理 (1) 利用者・その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦

情受付窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

☛必要な措置とは、次の措置等である。 

①相談窓口の設置 ②苦情処理の体制及び手順を定める ③苦情に

対する速やかな対応 ④利用者又は家族に対する説明 ⑤重要事項

説明書への記載及び事業所への掲示 

(2) 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければな

らない。 

☛苦情の受付日・その内容等を記録すること。 

☛苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識

に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組

みを行うこと。 

☛苦情の内容等の記録は、５年間保存すること。 

事故発生時の 

対応 

(1) 指定認知症対応型共同生活介護の提供により事故が発生した場合  

は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業

者等に連絡を行うとともに必要な措置を講じなければならない。 

☛事故が発生した場合の対応方法を事業所があらかじめ定めておくこ

とが望ましい。 

(2) 前項の事故の状況・事故に際して採った処置について記録し、５年

間保存すること。 

☛事故の発生原因を解明し、再発生防止策を講じること。 

(3) 指定認知症対応型共同生活介護の提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

☛速やかに賠償するため、損害賠償保険に加入するか、賠償資力を有

することが望ましい。 

虐待の防止 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、虐待の発生又はその再発を

防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

①事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ
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電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に

開催するとともに、その結果について、介護従業者に周知徹底を図

ること。 

②事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

③事業所において、介護従事者に対し、虐待の防止のための研修を定

期的（年２回以上）に実施すること。 

④①～③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

【令和６年４月１日より義務化】 

記録の整備 (1) 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ

ばならない。 

(2) 利用者に対するサービス提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から２年間（③、⑤、⑥については、５年間。）保

存しなければならない。 

①認知症対応型共同生活介護計画 

②提供した具体的なサービスの内容等の記録 

③身体拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由の記録 

④市町村への通知に係る記録 

⑤苦情の内容等の記録 

⑥事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

⑦運営推進会議の報告、評価、要望、助言等の記録 
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通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（抄） 

（平成12年３月30日老企第54号） 

 

１ 「その他の日常生活費」の趣旨 

「その他の日常生活費」は、利用者、入所者又は入院患者（以下「利用者等」とい 

う。）又はその家族等の自由な選択に基づき、事業者又は施設が通所介護等の提供の一

環として提供する日常生活上の便宜に係る経費がこれに該当する。 

なお、事業者又は施設により行われる便宜の供与であっても、サービスの提供と関係

のないもの（利用者等の嗜好品の購入等）については、その費用は「その他の日常生活

費」と区別されるべきものである。 

 

２ 「その他の日常生活費」の受領に係る基準 

「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が利用者等から「その他

の日常生活費」の徴収を行うに当たっては、以下に掲げる基準が遵守されなければなら

ないものとする。 

①「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっているサービス

との間に重複関係がないこと。 

②保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費

用の受領は認められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共益費、施設利

用補償金といったあいまいな名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかに

される必要があること。 

③「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の自由な選択

に基づいて行われるものでなければならず、事業者又は施設は「その他の日常生活 

費」の受領について利用者等又はその家族等に事前に十分な説明を行い、その同意を

得なければならないこと。 

④「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範

囲内で行われるべきものであること。 

⑤「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者又は施設の運営

規程において定められなければならず、また、サービスの選択に資すると認められる

重要事項として、施設の見やすい場所に掲示されなければならないこと。ただし、 

「その他の日常生活費」の額については、その都度変動する性質のものである場合に

は、「実費」という形の定め方が許されるものであること。 
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（別紙）各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について（抜粋） 

 

（６）認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 

①利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供す

る場合に係る費用 

 

（７）留意事項 

①「身の回り品として日常的に必要なもの」とは、一般的に要介護者等の日常生活に

最低限必要と考えられる物品（例えば、歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品等）で

あって利用者等の希望を確認した上で提供されるものをいう。したがって、こうした

物品を事業者又は施設がすべての利用者に対して一律に提供し、すべての利用者から

その費用を画一的に徴収することは認められないものである。 

 

【その他の日常生活費に関するＱ＆Ａ】（平成12年３月31日） 

問１ 個人用の日常品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられ

るもの」とは、どういったものが想定されるのか。 

（答）歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供

されるものではなく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものとし

て、事業者（又は施設）が提供するもの等が想定される。 

 

問２ 個人用の日常品について、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられ

るものに限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる「贅

沢品」については、費用の徴収ができないのか。 

（答）サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 

 

問３ 個人の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるもの

であれば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は「その他

の日常生活費」に該当するのか。 

（答）このような場合は、「サービス提供の一環として提供される便宜」とは言い難いの

で、「その他の日常生活費」に該当しない。 

 

問４ 個人用の日常生活品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられ

るものであれば、ある利用者の個別の希望に応じて事業者等が当該利用者の代わりに

ある日用品を購入し、その購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活

費」に該当するのか。 
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（答）個人のために単に立替払いをするような場合は、事業者等として提供する便宜とは

いえず、その費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、サービス提供とは関

係のない費用として徴収を行うこととなる。 

 

問５ 個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。 

（答）サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 

 

問６ 施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として

「その他の日常生活費」に該当するのか。 

（答）このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その他

の日常生活費には該当しない。 

 

問７ 個人の希望に応じた事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽

に係る「その他の日常生活費」に該当するか。 

（答）全く個別の希望に応える場合は、事業者等として提供する便宜とは言えず、その費

用は「その他の日常生活費」には該当せず、サービス提供とは関係のない費用として

徴収を行うこととなる。 
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地域密着型サービスに係る自己評価及び外部評価実施について 

 

○自己評価及び外部評価について 

自己評価：サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及

び範囲において、指定基準を上回るものとして設定されるもの 

外部評価：第三者による外部評価の結果と、当該結果を受ける前に行った自己評価の結

果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて

総括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性

を高め、サービスの質の改善を図ることを狙いとするもの 

 

○自己評価及び外部評価の実施回数 

原則、少なくとも年に１回は自己評価及び外部評価を行うこと。 

 

○外部評価の隔年実施について 

以下の要件を全て満たす場合には、外部評価の実施回数を２年に１回とすることができ

る。 

隔年実施の要件 

① 過去に５年間継続して外部評価を実施している。 

なお、保険者において外部評価の対象外事業所とされた年度については、当該年

度について外部評価が実施されたものとみなす。 

② 自己評価、外部評価結果及び目標達成計画を保険者に提出している。 

③ 運営推進会議を、過去１年間におおむね６回以上開催している。 

④ 上記、運営推進会議に、事業所が存在する保険者の職員又は地域包括支援セン 

ターの職員が必ず出席している。 

⑤ 自己評価及び外部評価結果のうち、外部評価項目の２、３、４、６の実践状況が

適切である。 

項目２：事業所と地域のつきあい 項目３：運営推進会議を活かした取組み 

項目４：市町村との連携 項目６：運営に関する利用者、家族等意見の反映 

 

参照 

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第８項等に

規定する自己評価・外部評価の実施等について（平成18年10月17日老計発第 1017001号） 

（介護保険最新情報 Vol.934） 
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Ⅳ 介護報酬について 

(1) 減算について 

利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に

厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

 

○定員超過利用時の減算 

当該事業所の入居者数が利用定員を超える場合、次により単位数を算定する。 

・対象期間：定員超過利用の発生月の翌月～定員超過利用の解消月 

・減算対象：入居者全員 

・減算方法：所定単位数×70％で算定 

※定員超過利用が継続する場合には、その解消に向けて指導を行うが、当該指導に従わ

ず、定員超過利用が２月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の

取消しを検討するものとなる。 

 

○看護・介護職員の人員基準欠如時の減算 

①人員基準上、必要な人数から１割を超えて減少した場合 

・対象期間 人員基準欠如の発生月の翌月～人員基準欠如の解消月 

・対象者 利用者等全員 

・減算方法 所定単位数×70％で算定 

②１割以内で減少した場合 

・対象期間 人員基準欠如の発生月の翌々月～人員基準欠如の解消月 

※翌月の末日で人員基準を満たす場合は、減算しない。 

・対象者 利用者等全員 

・減算方法 所定単位数×70％で算定 

※著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休

止等を指導することになるが、当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を

除き、指定の取消しを検討するものとなる。 

※事業所が複数の共同生活住居を有しているときは、そのいずれか一つにでも職員の欠員

等が生じていれば、当該事業所全体につき人員基準違反となり、減算が適用される。 

 

○看護・介護職員以外の人員基準欠如 

・対象期間 人員基準欠如の発生月の翌々月～人員基準欠如の解消月 

・対象月 利用者等全員 

・減算方法 所定単位数×70％で算定 

 ※翌月の末日で、人員基準を満たす場合は減算しない。 
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※次の場合も同様に取り扱う 

・計画作成担当者が必要な研修を修了していない。 

・計画作成担当者に、介護支援専門員を配置していない。 

 

○夜勤体制による減算 

ある月（歴月）において以下のいずれかの事態が発生した場合 

①夜勤時間帯（午後10時～翌日の午前５時を含む連続する16時間で、事業所ごとに設

定する。以下同じ。）に夜勤職員数が夜勤職員基準（共同生活住居ごとに１以上）

に定める員数に満たない事態が２日以上連続した場合 

②夜勤時間帯に夜勤職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が４日以上 

あった場合 

・対象期間 人員基準欠如の発生月の翌月 

・対象者 入居者全員 

・減算方法 所定単位数×97％で算定 

※夜勤職員の不足状態が続く場合には、夜勤職員の確保を指導することになるが、当該指

導に従わない場合には、指定の取消を検討するものとなる。 

 

○身体拘束廃止未実施減算（介護予防を含む。短期利用型はなし。） 

１日につき10％を減算 

厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定

単位数の 100分の10に相当する単位数を１日につき所定単位数から減算する。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

指定地域密着型サービス基準第97条第６項及び第７項に規定する基準に適合していな

い（Ｐ７参照）。 

 

 

(2) 加算について 

○夜間支援体制加算（介護予防、短期利用を含む。） 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして長野市に届け出た指定認

知症対応型共同生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、１日につ

き次に掲げる単位数を所定単位数に加算する（算定前に届出が必要。）。 

(1) 夜間支援体制加算（Ⅰ） 50単位／日 

(2) 夜間支援体制加算（Ⅱ） 25単位／日 
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【厚生労働大臣が定める施設基準】 

イ 夜間支援体制加算（Ⅰ） 

(1) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

(2) 認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）又は短期利用認知症対応型共同生活介護費

（Ⅰ）に該当するものであること。 

(3) 夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が２以上であること。 

ロ 夜間支援体制加算（Ⅱ） 

(1) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

(2) 認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）又は短期利用認知症対応型共同生活介護費

（Ⅱ）に該当するものであること。 

(3) 夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が、当該指定認知症対応

型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数に１を加えた数以上であるこ

と。 

 

【留意事項】 

当該加算は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の１の共同生活住居につき、夜間及

び深夜の時間帯を通じて１の介護従事者を配置している場合において、それに加えて常勤

換算方法で１以上の介護従業者又は１以上の宿直勤務に当たる者を配置した場合に算定す

るものとすること。 

ただし、全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っ

ているものとする。 

 

○認知症行動・心理症状緊急対応加算（短期利用型のみ。介護予防を含む。） 

１日につき 200単位を加算 

医師が認知症（介護保険法第５条第２項に規定する認知症をいう。以下同じ。）の行

動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定認知症対応型共

同生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定認知症対応型共同生活

介護を行った場合は、入居を開始した日から起算して７日を限度として、１日につき 200

単位を所定単位数に加算する。 

 

【留意事項】 

(1) 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻 

覚・興奮・暴言等の症状を指すものである。 

(2) 利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用認知症対応型共

同生活介護が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ
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事業所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、短期利用認知症対応型共同生活

介護の利用を開始した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日

又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。この際、短期利

用認知症対応型共同生活介護ではなく、医療機関における対応が必要であると判断さ

れる場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、

適切な医療が受けられるように取り計らう必要がある。 

(3) 次に掲げる者が、直接、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を開始した場合

には、当該加算は算定できないものであること。 

・病院又は診療所に入院中の者 

・介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

・認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者

生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活

介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生

活介護を利用中の者 

(4) 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事

業所も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービ

ス計画書に記録しておくこと。 

(5) ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」

が認められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、

利用開始後８日目以降の短期利用認知症対応型共同生活介護の利用の継続を妨げるも

のではないことに留意すること。 

 

○若年性認知症利用者受入加算（介護予防、短期利用を含む。） 

１日につき 120単位を加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして長野市に届け出た指定認知症

対応型共同生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型共

同生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、１日につき 120単位を

所定単位数に加算する。ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合

は算定しない（算定前に届出が必要。）。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。 

 

【留意事項】 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用

者の特性やニーズに応じたサービスを行うこと。 



21 

 

Ｑ＆Ａ（平成21年３月23日） 

問 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 

（答）65歳の誕生日の前々日までは対象である。 

 

Ｑ＆Ａ（平成21年３月23日） 

問 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 

（答）若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定め

ていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 

 

○利用者の入院期間中の体制（介護予防、短期利用を含む。） 

１日につき 246単位を算定 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして長野市に届け出た指定認知症

対応型共同生活介護事業所において、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合は、

１月に６日を限度として所定単位数に代えて算定する。ただし、入院の初日及び最終日

は、算定できない（算定前に届出が必要。）。 

  

【厚生労働大臣が定める基準】 

利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後３月以

内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、

必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院

後再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に入居することができる体制を確

保していること。 

 

【留意事項】 

(1) 入院後３月以内に退院することが明らかに見込まれるとき（※１）は、その者及び

その家族等の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与（※２）するととも

に、やむを得ない事情がある場合（※３）を除き、退院後再び当該事業所に円滑に入

居することができる体制を確保していることについて、あらかじめ、利用者に対して

説明を行うこと。 

(2) 利用者の入院の期間中の居室は、短期利用認知症対応型共同生活介護等に利用して

も差し支えないが、当該利用者が退院する際に円滑に再入居できるよう、その利用は

計画的なものでなければならない。 

(3) 利用者の入院の期間中で、かつ、入院時の費用の算定期間中にあっては、当該利用

者が使用していた居室を他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であ

るが、当該利用者の同意があれば、その居室を短期利用認知症対応型共同生活介護等
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に活用することは可能である。ただし、この場合に、入院時の費用は算定できない。 

(4) 利用者の入院の期間中は、必要に応じて、入退院の手続きや家族、当該医療機関等

への連絡調整、情報提供などの業務にあたること。 

 

※１「退院することが明らかに見込まれるとき」 

該当するか否かは、利用者の入院先の病院又は診療所の当該主治医に確認するな

どの方法により判断すること。 

※２「必要に応じて適切な便宜を提供」 

利用者及びその家族の同意の上での入退院の手続きや、その他の個々の状況に応

じた便宜を図ることを指すものである。 

※３「やむを得ない事情がある場合」 

単に当初予定の退院日に居室の空きがないことをもって該当するものではなく、

例えば、利用者の退院が予定より早まるなどの理由により、居室の確保が間に合わ

ない場合等を指すものである。事業所側の都合は、基本的には該当しないことに留

意すること。 

 

【算定日数の数え方について】 

・入院の期間には初日及び最終日は含まないので、連続して７泊の入院を行う場合の入

院期間は、６日と計算される。 

・利用者の入院の期間中にそのまま退居した場合は、退居した日の入院時の費用は算定

できる。 

・入院時の費用の算定にあたって、１回の入院で月をまたがる場合は、最大で連続13泊

（12日分）まで入院時の費用の算定が可能。 

 

○看取り介護加算（介護予防及び短期利用型はなし。） 

(1) 死亡日以前31日以上45日以下  72単位／日 

(2) 死亡日以前４日以上30日以下  144単位／日 

(3) 死亡日の前日及び前々日    680単位／日 

(4) 死亡日           1,280単位／日 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして長野市に届け出た指定認

知症対応型共同生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用

者（※）については、看取り介護加算として加算する。ただし、退居した日の翌日から死

亡日までの間又は医療連携体制加算を算定していない場合は、算定しない（算定前に届出

が必要。）。 
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【厚生労働大臣が定める施設基準】 

(1) 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指

針の内容を説明し、同意を得ていること。 

(2) 医師、看護職員（事業所の職員又は当該事業所と密接な連携を確保できる範囲内の

距離にある病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションの職員に限る。）、介

護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該事業所における看取

りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行っていること。 

(3) 看取りに関する職員研修を行っていること。 

 

※「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」 

①医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した

者であること。 

②医師、看護職員（事業所の職員又は当該事業所と密接な連携を確保できる範囲内

の距離にある病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションの職員に限

る。）、介護支援専門員その他の職種の者（以下「医師等」という。）が共同で

作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当

な者から説明を受け、当該計画について同意している者（その家族等が説明を受

けた上で、同意している者を含む。）であること。 

③看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師

等の相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護につ

いての説明を受け、同意した上で介護を受けている者（その家族等が説明を受

け、同意した上で介護を受けている者を含む。）であること。 

 

【留意事項】 

(1) 看取り介護加算は、医師が、一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込

みがないと診断した利用者について、その旨を利用者又はその家族等（以下「利用者

等」という。）に対して説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての合意

を得た場合において、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等が共同して、随

時、利用者等に対して十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を得ながら、利

用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援することを主眼と

して設けたものである。 

(2) 看護職員については、認知症対応型共同生活介護事業所において利用者の看取り介

護を行う場合、利用者の状態に応じて随時の対応が必要であることから、当該認知症

対応型共同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院、診療

所若しくは訪問看護ステーション（以下「訪問看護ステーション等」という。）の職

員に限るとしているところである。具体的には、当該認知症対応型共同生活介護事業
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所と訪問看護ステーション等が、同一市町村内に所在している又は同一市町村内に所

在していないとしても、自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内の近距

離に所在するなど、実態として必要な連携をとることができることが必要である。 

(3) 認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者に提供する看取り介護の質を常に向上

させていくためにも、計画（Plan）、実行（Do）、評価（ Check）、改善（Action）

のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、看取り介護を実施する体制を構築するとと

もに、それを強化していくことが重要であり、具体的には、次のような取組が求めら

れる。 

【看取り介護を実施する体制】 

・看取りに関する指針を定めることで事業所の看取りに対する方針等を明らかにする

（Plan）。 

・看取り介護の実施に当たっては、当該利用者に係る医師の診断を前提にして、介護

に係る計画に基づいて、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられ

るよう支援を行う（Do）。 

・多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施した看取り介護の検証や、

職員の精神的負担の把握及びそれに対する支援を行う（ Check）。 

・看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について、適宜、適切な見

直しを行う（Action）。 

なお、認知症対応型共同生活介護事業所は、看取り介護の改善のために、適宜、家

族等に対する看取り介護に関する報告会並びに利用者等及び地域住民との意見交換に

よる地域への啓発活動を行うことが望ましい。 

(4) 質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、利用者等に対し、十

分な説明を行い、理解を得るよう努力することが不可欠である。具体的には、認知症

対応型共同生活介護事業所は、看取り介護を実施するに当たり、終末期にたどる経

過、事業所等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関と

の連携体制などについて、利用者等の理解が得られるよう継続的な説明に努めること

が重要である。加えて、説明の際には、利用者等の理解を助けるため、利用者に関す

る記録を活用した説明資料を作成し、その写しを提供すること。 

(5) 看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、看護職員、介護職員、介護

支援専門員等による協議の上、看取りに関する指針が定められていることが必要であ

り、同指針に盛り込むべき項目としては、例えば、以下の事項が考えられる。 

【看取りに関する指針】 

・当該事業所の看取りに関する考え方 

・終末期にたどる経過（時期、プロセスごと）とそれに応じた介護の考え方 

・事業所において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢 

・医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む。） 
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・利用者等への情報提供及び意思確認の方法 

・利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 

・家族等への心理的支援に関する考え方 

・その他看取り介護を受ける利用者に対して事業所の職員が取るべき具体的な対応の

方法 

 

(6) 看取りに関する指針に盛り込むべき内容を、「医療連携体制加算算定要件に規定す

る重度化した場合の対応に係る指針」に記載する場合は、その記載をもって看取りに

関する指針の作成に代えることができるものとする。また、重度化した場合の対応に

係る指針をもって看取りに関する指針として扱う場合は、適宜見直しを行うこと。 

(7) 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録するととも

に、多職種連携を図るため、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による適

切な情報共有に努めること。 

【介護記録等へ記録する事項】 

・終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録 

・療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアに

ついての記録 

・看取り介護の各プロセスにおいて把握した利用者等の意向と、それに基づくアセス

メント及び対応についての記録 

(8) 利用者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介

護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくこ

とが必要である。また、利用者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来訪

が見込まれないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じ

て随時、利用者に対する看取り介護について相談し、共同して看取り介護を行ってい

ると認められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。この場合には、適切

な看取り介護が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、

内容等を記載するとともに、利用者の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず事

業所への来訪がなかった旨を記載しておくことが必要である。なお、家族が利用者の

看取りについて共に考えることは極めて重要であり、事業所は、連絡を取ったにもか

かわらず来訪がなかったとしても、継続的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思

を確認しながら介護を進めていくことが重要である。 

(9) 看取り介護加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等利用者等告示第

40号に適合する看取り介護を受けた利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて45日を

上限として、認知症対応型共同生活介護事業所において行った看取り介護を評価する

ものである。死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自宅や入院先

で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、当該認知症対応型共同生活介護
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事業所において看取り介護を直接行っていない退居した日の翌日から死亡日までの間

は、算定することができない。（したがって、退居した日の翌日から死亡日までの期

間が45日以上あった場合には、看取り介護加算を算定することはできない。） 

  なお、看取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたっては、厚生労働

省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を

参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が

連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 

(10)認知症対応型共同生活介護事業所を退居等した月と死亡した月が異なる場合でも算

定可能であるが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することから、利用者側に

とっては、事業所に入居していない月についても自己負担を請求されることになるた

め、利用者が退居等する際、退居等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護

加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておく

ことが必要である。 

(11)認知症対応型共同生活介護事業所は、退居等の後も、継続して利用者の家族への指

導や医療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり、利用者の家族、入院先の

医療機関等との継続的な関わりの中で、利用者の死亡を確認することができる。 

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の

状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることにつ

いて、退居等の際、利用者等に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要

である。 

(12)利用者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡日

以前45日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看取り介

護加算の算定が可能である。 

(13)入院若しくは外泊又は退居の当日について看取り介護加算を算定できるかどうか

は、当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。 

(14)家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日

常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるようにするという認知症対応型共同生活介護の事業

の性質に鑑み、１月に２人以上が看取り介護加算を算定することが常態化すること

は、望ましくないものであること。 

 

○初期加算（介護予防を含む。短期利用型はなし。） 

１日につき30単位を加算 

入居した日から起算して30日以内の期間について加算する。30日を超える病院又は診療

所への入院後に指定認知症対応型共同生活介護事業所に再び入居した場合も、同様とす

る。 
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【留意事項】 

(1) 初期加算は、当該利用者が過去３月間（日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該

当する者の場合は、過去１月間。）の間に、当該事業所に入居したことがない場合に

限り算定できることとする。 

(2) 短期利用認知症対応型共同生活介護を利用していた者が日を空けることなく引き続

き当該事業所に入居した場合（短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を終了した

翌日に当該事業所に入居した場合を含む。）については、初期加算は入居直前の短期

利用認知症対応型共同生活介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定す

るものとする。 

(3) 30日を超える病院又は診療所への入院後に再入居した場合は、(1) にかかわらず、

初期加算が算定される。 

 

○医療連携体制加算（介護予防及び短期利用はなし。） 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして長野市に届け出た指定認

知症対応型共同生活介護事業所において、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。

ただし、医療連携体制加算の別区分同士の併算定はできない（算定前に届出が必要。）。 

(1) 医療連携体制加算（Ⅰ） 39単位／日 

(2) 医療連携体制加算（Ⅱ） 49単位／日 

(3) 医療連携体制加算（Ⅲ） 59単位／日 

 

【厚生労働大臣が定める施設基準】 

イ 医療連携体制加算（Ⅰ） 

(1) 当該事業所の職員として、又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーション

との連携により、看護師を１名以上確保していること。 

※准看護師では算定できない。 

※看護師の確保については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合

は、当該認知症対応型共同生活介護事業所の職員と他の事業所の職員を併任する

職員として確保することも可能である。 

(2) 看護師により24時間連絡できる体制を確保していること。 

(3) 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に

対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 

ロ 医療連携体制加算（Ⅱ） 

(1) 当該事業所の職員として看護職員を常勤換算方法で１名以上配置していること。 

(2) 当該事業所の職員である看護職員又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステー

ションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。ただ
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し、(1) の看護職員が准看護師のみである場合には、病院、診療所又は指定訪問看

護ステーションの看護師により、24時間連絡できる体制を確保していること。 

(3) 算定日が属する月の前12月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者が

１人以上であること。 

①喀痰吸引を実施している状態 

認知症対応型共同生活介護の利用中に喀痰吸引を要する利用者に対して、実際に

喀痰吸引を実施している状態であること。 

②呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

当該月において１週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。 

③中心静脈注射を実施している状態 

中心静脈注射により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養

維持が困難な利用者であること。 

④人工腎臓を実施している状態 

当該月において人工腎臓を実施しているものであること。 

⑤重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧90mmHg以下が持続する状態又は酸素

吸入を行っても動脈血酸素飽和度90％以下の状態で常時、心電図、血圧又は動脈

血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っていること。 

⑥人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態 

当該利用者に対して人工膀胱又は人工肛門に係る皮膚の炎症等に対するケアを 

行った場合であること。 

⑦経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態 

経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を

行っている状態であること。 

⑧褥瘡に対する治療を実施している状態 

以下のいずれかの分類に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な措置を行った場

合に限ること。 

第一度：皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない

（皮膚の損傷はない）。 

第二度：皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるもの）が

ある。 

第三度：皮膚層がなくなり潰痕が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、

隣接組織まで及んでいることもあれば、及んでいないこともある。 

第四度：皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している。 

⑨気管切開が行われている状態 

気管切開が行われている利用者について、気管切開に係るケアを行った場合であ
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ること。 

(4) イ(3) に該当するものであること。 

ハ 医療連携体制加算（Ⅲ） 

(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護師を常勤換算方法で

１名以上配置していること。 

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護師又は病院、診療所

若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体

制を確保していること。 

(3) イ(3) 及びロ(3) に該当するものであること。 

 

【留意事項】 

(1) 医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り

継続して指定認知症対応型共同生活介護事業所で生活を継続できるように、日常的な

健康管理を行う等、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を

整備している事業所を評価するものである。 

(2) 医療連携体制加算（Ⅱ）又は医療連携体制加算（Ⅲ）を算定する事業所において

は、以下に記載する(3) のサービス提供に加えて、協力医療機関等との連携を確保し

つつ、医療ニーズを有する利用者が、可能な限り認知症対応型共同生活介護事業所で

療養生活を継続できるように必要な支援を行うことが求められる。加算の算定に当 

たっては、ロ(3) に規定する利用者による利用実績（短期利用認知症対応型共同生活

介護を利用する者を含む。）があり、当該利用者が療養生活を送るために必要な支援

を行っていることを要件としている。 

(3) 医療連携体制加算（Ⅰ）をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとして

は、次に掲げるもの等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を

確保することが必要である。 

・利用者に対する日常的な健康管理 

・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）との連絡・調整 

・看取りに関する指針の整備 

(4) 「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、以下の

事項等が考えられる。 

・急性期における医師や医療機関との連携体制 

・入院期間中における指定認知症対応型共同生活介護における居住費や食費の取扱い 

・看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに

関する指針 

(5) 医療連携加算算定時には、契約を結んだ上で訪問看護ステーションを利用すること

が可能となったが、急性増悪時等においては、診療報酬の算定要件に合致すれば、医
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療保険による訪問看護が利用可能であることについては、これまでと変わらないもの

である。 

 

Ｑ＆Ａ（平成18年５月２日） 

問 看護師の配置については、職員に看護資格をもつものがいればいいのか。看護職員と

して専従であることが必要か。 

（答）職員（管理者、計画作成担当者又は介護従業者）として看護師を配置している場合

については、医療連携体制加算を算定できる。訪問看護ステーション等、他の事業所

との契約により看護師を確保する場合については、認知症高齢者グループホームにお

いては、看護師としての職務に専従することが必要である。 

 

Ｑ＆Ａ（平成18年５月２日） 

問 看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか（24時間オンコールとされてい

るが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。）。 

（答）看護師としての基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算の請求にお

いて必要とされる具体的なサービスとしては、 

・利用者に対する日常的な健康管理 

・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）との連絡・調整 

・看取りに関する指針の整備 

等を想定しており、これらの業務を行うために、当該事業所の利用者の状況等を勘案

して必要な時間数の勤務が確保できていることが必要である（事業所における勤務実

態がなく、単に「オンコール体制」としているだけでは、医療連携体制加算の算定は

認められない。）。 

 

○退居時相談援助加算（介護予防を含む。短期利用型はなし。） 

１人につき400単位を算定（※１回を上限とする。） 

利用期間が１月を超える利用者が退居し、その居宅において介護サービスを受ける場合

において、退居時に当該利用者及びその家族等に対して退居後の介護サービス、その他の

保健医療サービス、福祉サービスの利用について相談援助を行い、かつ、当該利用者の同

意を得て、退居の日から２週間以内に当該利用者の退居後の居宅地を管轄する市町村及び

老人介護支援センター又は地域包括支援センターに対して、当該利用者の介護状況を示す

文書を添えて当該利用者に係る介護サービス等に必要な情報を提供した場合に、利用者１

人につき１回を限度として算定する。 

 

【留意事項】 

(1) 退居時相談援助の内容は次のようなものであること。 
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①食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 

②退居する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種

訓練等に関する相談援助 

③家屋の改善に関する相談援助 

④退居する者の介助方法に関する相談援助 

(2) 退居時相談援助加算は、次の場合には、算定できないものであること。 

①退居して病院又は診療所へ入院する場合 

②退居して他の介護保険施設への入院若しくは入所又は認知症対応型共同生活介護、

地域密着型介護福祉施設入所者生活介護、特定施設入居者生活介護若しくは地域密

着型特定施設入居者生活介護の利用を開始する場合 

③死亡退居の場合 

(3) 介護支援専門員である計画作成担当者、介護職員等が協力し、退居者及び家族等の

いずれにも相談援助を行うこと。 

(4) 相談援助を行った日付及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。 

 

Ｑ＆Ａ（平成21年３月23日） 

問 退居時相談支援加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。 

（答）本加算制度はグループホームを退居後の居宅サービスの利用等について相談を行っ

たことを評価するものである。ショートステイ等既に居宅サービスを利用している者

の相談援助は居宅サービスのケアマネジャー等が行うものであるため、当該加算の対

象とはならない。 

 

◯認知症専門ケア加算（介護予防を含む。短期利用型はなし。） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして長野市に届け出た指定認知症

対応型共同生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める者（※）に対し専門的な認知症

ケアを行った場合には、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、認知症専

門ケア加算の別区分同士の併算定はできない（算定前に届出が必要。）。 

(1) 認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位／日 

(2) 認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位／日 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

イ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

(1) 事業所における利用者の総数のうち、「日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに

該当する利用者」の占める割合が２分の１以上であること。 

(2) 「認知症介護実践リーダー研修」を修了している者を、対象者の数が20人未満で

ある場合にあっては１以上、当該対象者の数が20人以上である場合にあっては１に
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当該対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配

置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

(3) 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導

に係る会議を定期的に開催していること。 

ロ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

(1) 上記イ(1) ～(3) の基準のいずれにも適合すること。 

(2) 「認知症介護指導者研修」を修了している者を１名以上配置し、事業所全体の認

知症ケアの指導等を実施していること。 

(3) 当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作

成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

 

※「厚生労働大臣が定める者」 

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要

とする認知症の者 

 

Ｑ＆Ａ（平成21年３月23日） 

問 認知症専門ケア加算（Ⅱ）の認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもか

まわないか。 

（答）認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの実

施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。 

 

Ｑ＆Ａ（平成21年３月23日） 

問 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。 

（答）届出日の属する月の前３月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定する。 

 

○生活機能向上連携加算（介護予防及び短期利用を含む。） 

(1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）  100単位 

  計画作成担当者が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーショ

ン事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共

同生活介護計画を作成し、当該計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行ったと

きは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月に、所定単位

数を加算する。 

(2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ）  200単位／月（※３月の間） 

  利用者に対して、理学療法士等（※）が指定認知症対応型共同生活介護事業所を訪問

した際に、計画作成担当者が当該理学療法士等と利用者の身体の状況等の評価を共同し
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て行い、かつ、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成した

場合であって、当該理学療法士等と連携し、当該介護計画に基づく指定認知症対応型共

同生活介護を行ったときは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の

属する月以降３月の間、１月につき所定単位数を加算する。ただし、（Ⅰ）を算定して

いる場合には算定しない。 

 

 

※「理学療法士等」 

指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハ

ビリテーションを実施している医療提供施設（診療報酬における疾患別リハビリテー

ション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型

医療施設若しくは介護医療院をいう。病院にあっては、許可病床数が 200床未満のも

の又は当該病院を中心として半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限

る。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師 

 

【留意事項】 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）について 

(1) 「生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画」とは、利用者の

日常生活において介助等を必要とする行為について、単に介護従業者が介助等を行

うのみならず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して

行うことができるよう、その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目標を定め

た上で、介護従業者が提供する介護の内容を定めたものでなければならない。 

(2) (1) の介護計画の作成に当たっては、理学療法士等が指定認知症対応型共同生活

介護事業所を訪問した際に、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩

行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状

況等）に関する利用者の状況につき、理学療法士等と計画作成担当者が共同して、

現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活機能アセスメント」という。）

を行うものとする。 

(3) (1) の介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の

日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。 

①利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

②生活機能アセスメントの結果に基づき、上記①の内容について定めた３月を目途

とする達成目標 

③上記②の目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

④上記②及び③の目標を達成するために介護従業者が行う介助等の内容 

(4) (3) ②及び③の達成目標については、利用者の意向も踏まえ策定するとともに、
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利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよ

う、例えば当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる

基本的な動作（立位又は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる等、可能な

限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定すること。 

(5) 本加算は、(2) の評価に基づき、(1) の介護計画に基づき提供された初回の介護

の提供日が属する月を含む３月を限度として算定されるものであり、３月を超えて

本加算を算定しようとする場合は、再度(2) の評価に基づき介護計画を見直す必要

があること。 

(6) 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び

理学療法士等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等か

ら必要な助言を得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及び(3) ②の達

成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。 

ロ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）について 

イ（(2) 、(5) 及び(6) を除く。）を適用する。 

本加算は、理学療法士等が認知症対応型共同生活介護事業所を訪問せずにＡＤＬ及び

ＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握した上で計画作成担当者に助言を行

い、計画作成担当者が、助言に基づきイ(1) の認知症対応型共同生活介護計画を作成

（変更）するとともに、計画作成から３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及

び理学療法士等に報告することを定期的に実施することを評価するものである。 

①イ(1) の認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、理学療法士等は、当

該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、実施している医療提供施設

の場において把握し、又は計画作成担当者と連携してＩＣＴを活用した動画やテレ

ビ電話を用いて把握した上で、当該事業所の計画作成担当者に助言を行うこと。な

お、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等が

ＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよ

う、理学療法士等と計画作成担当者で事前に方法等を調整するものとする。 

②当該事業所の計画作成担当者は、①の助言に基づき、生活機能アセスメントを行っ

た上で、イ(1) の認知症対応型共同生活介護計画の作成を行うこと。なお、この際

①の助言の内容を記載すること。 

  ③本加算は、イ(1) の認知症対応型共同生活介護計画に基づき指定認知症対応型共同

生活介護を提供した初回の月に限り、算定されるものである。なお、①の助言に基

づき計画を見直した場合には、本加算を算定することは可能であるが、利用者の急

性憎悪等により見直した場合を除き、提供した翌月及び翌々月は本加算を算定しな

い。 

  ④３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。 
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なお、再度①の助言に基づき計画を見直した場合には、本加算の算定が可能であ

る。 

 

Ｑ＆Ａ（平成30年３月23日） 

問 生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所又は指

定通所リハビリテーション事業所若しくは医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必

要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことになると考えてよいか。 

（答）貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定す

る必要がある。 

 

○栄養管理体制加算（介護予防を含む、短期利用型はなし。） 

１月につき30単位を加算 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所におい

て、管理栄養士（当該事業所の従業者以外の管理栄養士を含む。）が、従業者に対する栄

養ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合に、１月につき所定単位数

を加算する。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

【留意事項】 

(1) 栄養管理体制加算の算定に係る管理栄養士は、外部（他の介護事業所（栄養管理体

制加算の対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加

算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管

理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益財団法人日本栄養士会若し

くは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」をいう。）と

の連携により体制を確保した場合も、算定できる。 

(2) 「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の低栄養

状態の評価方法、栄養ケアに関する課題（食事中の傾眠、拒食、徘徊・多動等）への

対応方法、食形態の調整及び調理方法その他当該事業所において日常的な栄養ケアの

実施に当たり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のこと

をいうものであって、利用者ごとの栄養ケア・マネジメントをいうものではない。 

(3) 「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」を行うにあたって、以下の事項を記録する

こと。 

①当該事業所において利用者の栄養ケアを推進するための課題 

②当該事業所における目標 
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③具体的方策 

④留意事項 

⑤その他必要と思われる事項 

 

○口腔衛生管理体制加算（介護予防を含む。短期利用型はなし。） 

１月につき30単位を加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所におい

て、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係

る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合に、１月につき所定単位数を加算す

る。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

(1) 事業所において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的指導に基

づき、利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。 

(2) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

【留意事項】 

(1) 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の口腔内

状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔

ケアに伴うリスク管理、その他当該事業所において日常的な口腔ケアの実施に当たり

必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうもので

あって、個々の利用者の口腔ケア計画をいうものではない。 

   また、「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」は、テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報

保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

(2) 「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載するこ

と。 

【利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画】 

・当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための課題 

・当該事業所における目標 ・具体的方策 

・留意事項 

・当該事業所と歯科医療機関との連携の状況 

・歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成に当たっての技術的助言・指導を歯 
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科衛生士が行った場合に限る。） 

・その他必要と思われる事項 

(3) 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する

月であっても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係

る技術的助言及び指導又は利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術

的助言及び指導を行うに当たっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間

以外の時間帯に行うこと。 

 

Ｑ＆Ａ（平成30年３月23日） 

問 口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中

から入所した場合にはどのように取り扱えばよいか。 

（答）入院・外泊中の期間は除き、当該月において１日でも当該施設に在所した入所者に

ついて算定できる。 

 

Ｑ＆Ａ（平成30年３月23日） 

問 口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以

外の時間帯に行うこと」とあるが、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を算定した日と 

同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない異なる時刻であ

れば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。 

（答）貴見のとおりである。 

 

◯口腔・栄養スクリーニング加算（介護予防を含む。短期利用型はなし。） 

１回につき20単位を加算（※６月に１回を限度とする。） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業

者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄

養状態のスクリーニングを行った場合に、１回につき所定単位数を加算する。ただし、当

該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している

場合にあっては算定しない。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

(1) 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当

該利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下してい

るおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を、当該利用者を

担当する介護支援専門員に提供していること。 

(2) 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用

者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態
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の改善に必要な情報を含む。）を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提供して

いること。 

(3) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

【留意事項】 

(1) 口腔・栄養スクリーニングの算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下 

「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スク

リーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行

われることに留意すること。 

(2) 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、それぞれ次に掲げる利用者等に対

して行い、スクリーニングを行うに当たり確認した情報を、介護支援専門員に提供す

ること。 

①口腔スクリーニング 

 (a) 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

 (b) 入れ歯を使っている者 

 (c) むせやすい者 

②栄養スクリーニング 

(a) ＢＭＩが18.5未満である者 

(b) １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施

について」（平成18年６月９日老発第 0609001号厚生労働省老健局長通知）に規

定する基本チェックリストのＮｏ. 11の項目が「１」に該当する者 

(c) 血清アルブミン値が 3.5ｇ／ｄｌ以下である者 

(d) 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

※様式については、厚生労働省ホームページ「別紙（居宅サービスにおける栄養ケ

ア・マネジメント等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について）」の

「栄養スクリーニング（通所・居宅）（様式例）別紙１」を参考にすること。 

 

Ｑ＆Ａ（平成30年３月23日） 

問 当該利用者が、栄養スクリーニング加算を算定できるサービスを複数利用している場

合、栄養スクリーニング加算の算定事業者をどのように判断すればよいか。 

（答）サービス利用者が利用している各種サービスの栄養状態との関連性、実施時間の実

績、栄養改善サービスの提供実績、栄養スクリーニングの実施可能性等を踏まえ、 

サービス担当者会議で検討し、介護支援専門員が判断・決定するものとする。 
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Ｑ＆Ａ（平成30年８月６日） 

問 栄養スクリーニング加算は当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定して

いる場合にあっては算定しないこととされているが、当該事業所以外で算定してから６

か月を空ければ当該事業所で算定できるか。 

（答）６か月を空ければ算定は可能だが、算定事業者の決定については、「平成30年度介

護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）」（平成30年３月23日）の通所系・居住系 

サービスにおける栄養スクリーニング加算に係る問30を参照されたい。 

 

○科学的介護推進体制加算（介護予防を含む。短期利用型はなし。） 

１月につき40単位を加算 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対

応型共同生活介護事業所が、利用者に対し指定認知症対応型共同生活介護を行った場合

は、１月につき所定単位数を加算する（算定前に届出が必要。）。 

(1) 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身

の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

(2) 必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、指定認知症対応型共同

生活介護の提供に当たって、(1) に規定する情報その他指定認知症対応型共同生活介

護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

 

【留意事項】 

(1) 科学的介護推進体制加算は、原則として、利用者全員を対象として利用者ごとに要

件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。 

(2) 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情

報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関す

る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

(3) 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画

（Plan）、実行（Do）、評価（ Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイ

クル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向

上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。し

たがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。 

①利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するた

めのサービス計画を作成する（Plan）。 

②サービス提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化

防止に資する介護を実施する（Do）。 

③ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事

業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う（ Check）。 
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④検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体といて、 

サービスの質の更なる向上に努める（Action）。 

(4) 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向    

上に資するため、適宜活用されるものである。 

 

○サービス提供体制強化加算（介護予防及び短期利用を含む。） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして長野市に届け出た指定認知症

対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき

次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、サービス提供体制強化加算の別区分同士の併

算定はできない（算定前に届出が必要。）。 

(1) サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位／日 

(2) サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18単位／日 

(3) サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位／日 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

次の(1) 及び(2) のいずれにも適合すること。 

(1) 次のいずれかに適合すること。 

①指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占

める割合が70％以上であること。 

②指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数10年以

上の介護福祉士の占める割合が 100分の25以上であること。 

(2) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

次の(1) 及び(2) のいずれにも適合すること。 

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占

める割合が60％以上であること。 

(2) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

次の(1) 及び(2) のいずれにも適合すること。 

(1) 次のいずれかに適合すること。 

①指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占

める割合が50％以上であること。 

②指定認知症対応型共同生活介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員

の占める割合が75％以上であること。 
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③指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続

年数７年以上の者の占める割合が30％以上であること。 

(2) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

【留意事項】 

(1) 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除

く。）の平均を用いることとする。 

※介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とするこ

と。 

(2) 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所

を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算

出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事

業者については、４月目以降届出が可能となるものであること。この場合、届出を 

行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合

を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所

定の割合を下回った場合については、直ちにその旨の届出を提出しなければならな

い。 

(3) 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的

には、平成31年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成31年３月31日時点で勤

続年数が３年以上である者をいう。 

(4) 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経

営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に

直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。 

(5) 同一の事業所において介護予防認知症対応型共同生活介護を一体的に行っている場

合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 

(6) なお、この場合の認知症対応型共同生活介護の職員に係る常勤換算にあっては、利

用者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求

事務等介護に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用いても差し支えな

い。 

(8) 認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員とは、介護従業者として勤

務を行う職員を指すものとする。 

 

Ｑ＆Ａ（平成21年３月23日） 

問 産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

（答）産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に

含めることができる。 
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Ｑ＆Ａ（平成21年３月23日） 

問 同一法人内であれば、異なるサービスの事業所（施設）における勤続年数や異なる業

種（直接処遇職種）における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事

業の承継時にも通算できるのか。また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同

士である場合にも通算できるのか。 

（答）同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種（直接処遇

を行う職種に限る。）における勤続年数については通算することができる。また、事

業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に

変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤

続年数を通算することができる。ただし、グループ法人については、たとえ理事長等

が同じであったとしても、通算はできない。 

 

○介護職員処遇改善加算（介護予防及び短期利用を含む。） 

  別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している

ものとして長野市に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、令和６年３

月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、介護職員処遇改善

加算の別区分同士の併算定はできない（算定前に届出が必要。）。 

(1) 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 介護報酬総単位数の 1,000分の 111に相当する

単位数 

(2) 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 介護報酬総単位数の 1,000分の 81に相当する

単位数 

(3) 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 介護報酬総単位数の 1,000分の 45に相当する

単位数 

 

   ※介護報酬総単位数…基本サービス費＋各種加算減算（介護職員処遇改善加算、介護

職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加

算を除く。） 

 

○介護職員等特定処遇改善加算（介護予防及び短期利用を含む。） 

  別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施してい

るものとして長野市に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、次に掲げ

る単位数を所定単位数に加算する。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の別区分同士の

併算定はできない（算定前に届出が必要。）。 

(1) 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護報酬総単位数の 1,000分の31に相当

する単位数 
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(2) 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 介護報酬総単位数の 1,000分の23に相当

する単位数 

 

  ※介護報酬総単位数…基本サービス費＋各種加算減算（介護職員処遇改善加算、介護

職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加

算を除く。） 

 

○介護職員等ベースアップ等支援加算（介護予防及び短期利用を含む。） 

 介護報酬総単位数の 1,000分の23に相当する単位数を加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施してい

るものとして長野市に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、加算す

る。 

 

  ※介護報酬総単位数…基本サービス費＋各種加算減算（介護職員処遇改善加算、介護

職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加

算を除く。） 


